
今般の社会的状況を背景とした⾧寿命化対策や更なる強靭化等を
含む大規模改修を計画中の労働会館において、詳細調査を行ったとこ
ろ耐震補強が必要な見込みとなったことを受け、次のとおり公共施設の
一層の安全性の確保に向けた取組を進める。

公共施設の一層の安全性の確保に向けた耐震対策の推進について

１ 背景・経緯

（１）耐震対策の主な経緯（太字が本市の対策）
昭和56年6月 改正建築基準法施行（新耐震設計基準へ改正）
平成7年 1月 阪神・淡路大震災で旧耐震設計基準による建築物に多数の被害が発生
平成7年12月 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（以下「法」）制定
平成7年度 旧耐震設計基準による庁舎等（市営住宅及び公営企業所管建築物を

除く）のうち、重要建築物と特定建築物※１を対象として、優先的に
耐震対策を実施

平成18年度 「公共建築物の耐震対策-耐震診断結果の公表と今後の対応-」公表
平成19年度 「公共建築物（庁舎等）に関する耐震対策実施計画」を策定
平成27年度 実施計画に基づき対策を完了

※１「川崎市地域防災計画（震災対策編）」に規定する地震防災上重要となる施設及び、
法（当時）に基づく多数が利用する1,000㎡以上で３階以上の建築物

（２）本市の耐震対策の流れ
多数の重要・特定建築物の耐震診断を効率的に進めるため、下図に示す通り、最初に

第１次診断、次に第２次診断※２により対象施設の絞込みを行った。

（１）労働会館における取組
・教育文化会館との複合化を予定している労働会館は、平成７年度に実施した第１次

診断で耐震補強不要と判断されている。
・複合化の基本計画の策定にあたり、特定天井対策に加え、⾧寿命化、業務継続を前

提とした防災対策を見据え、既存施設のより詳細な安全性の確認を行う必要が生じ、
第２次診断を実施しているなかで、耐震補強が必要な見込みとなっている。

・複合化に合わせ、耐震対策（構造体の耐震補強、特定天井対策）やその他の防災
機能の強化を含む施設の⾧寿命化改修の実施に向け、検討を進めている。

（２）⾧寿命化等への計画的対応に向けた施設の基本性能の把握
・第１次診断で耐震補強不要と判断された施設等について、学識経験者を含む第３

者の専門的意見を交え、基本性能の適切な把握のための調査の対象範囲や対応等
について検討を行う。

・検討結果等を元にスケジュール等を含め、今後の対応に関する方針を取りまとめ、それ
に基づき取組を進める。

（３）資産マネジメントの視点に基づく公共施設の一層の安全性の確保

（２）により、耐震補強が必要となった場合には、安全性の確保を優先に取組を進め
るとともに、資産マネジメントの視点に基づき、計画的かつ効果的な公共施設の⾧寿
命化等のために必要な改修メニューについても、施設の状況に応じ検討を進める。

４ 今後の予定

令和３年 ３月 耐震改修促進計画、国土強靭化地域計画の改定に反映
令和３年 ５月 専門家の意見を交えた今後の対応方針策定、公表

（検討結果の報告、対象範囲、対応スケジュール等）
令和３年 ５月 対策の実施

２ 今般の公共施設を取り巻く社会的状況等

参考資料２

３ 公共施設の一層の安全性の確保に向けた取組

※２本市の耐震診断
は財団法人 日本建
築防災協会発行の耐
震診断基準（法に基
づき国が認める診断
法の１つ）による。
本市では、第１次

診断で耐震性能を有
しているとされた場
合は診断を終了、有
していない場合は、
より詳細な第２次診
断を実施。

診断スタート

第１次診断　※2 （H７年度）

耐震補強不要

第２次診断　※2 （H８～17年度）

耐震補強不要

耐震補強等の対策実施 （～H27年度）

NG

NG

OK

OK

今般の公共施設を取り巻く社会的状況として、資産マネジメントの視点に基づき、
中⾧期的な⾧寿命化・複合化等を計画的に推進することが求められている。また、
昨年度方針策定し対策を進めている特定天井対策や、多発する風水害への対策
等、国土強靭化地域計画の改定時期を捉え、業務継続を前提とした施設の更な
る強靭化が求められており、これらの対応に向け、既存施設の構造耐力、劣化状
況等の詳細な基本性能の把握と検証の必要性が高まっている。
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